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条
例
の
あ
ら
ま
し

◉
東
京
都
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
〇
四
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
六
八
号
）
の
施
行
に
よ
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
の
改

正
に
伴
い
、
罰
則
に
係
る
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
行
政
不
服
審
査
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
〇
五
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
六
八
号
）
の
施
行
に
よ
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
の
改

正
に
伴
い
、
罰
則
に
係
る
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
〇
六
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
六
八
号
）
の
施
行
に
よ
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
の
改
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正
に
伴
い
、
罰
則
に
係
る
規
定
を
整
備
す
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
ほ
か
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
〇
七
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
六
八
号
）
の
施
行
に
よ
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
の
改

正
に
伴
い
、
罰
則
に
係
る
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
〇
八
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
六
八
号
）
の
施
行
に
よ
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
の
改

正
に
伴
い
、
罰
則
に
係
る
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
〇
九
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を

整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
一
〇
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を

整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
一
一
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を

整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
知
事
の
給
料
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
一
二
号
）

一　

知
事
の
給
料
等
を
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
減
額
す
る
特
例
措
置
を
令
和
七
年
七
月
三
一
日
ま
で
継

続
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
一
一
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
一
三
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を

整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
恩
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
一
四
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を

整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

雇
傭
員
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一

一
五
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を

整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�
特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例

第
一
一
六
号
）

一　

特
別
区
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
に
係
る
規
定
を
改
め
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
ほ
か
か
ら
施
行
し
ま
す
。
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条
　
　
　
例

東
京
都
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
四
号

東
京
都
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
九
年
東
京
都
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

◉�
市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例

第
一
一
七
号
）

一　

市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
に
係
る
規
定
を
改
め
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
統
計
調
査
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
一
八
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
六
八
号
）
の
施
行
に
よ
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
の
改

正
に
伴
い
、
罰
則
に
係
る
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
条
例
第
一
一
九
号
）

一　

都
の
執
行
機
関
が
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
を
追
加
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例

第
一
二
〇
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を

整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
二
一
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
六
八
号
）
の
施
行
に
よ
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
の
改

正
に
伴
い
、
罰
則
に
係
る
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
教
育
委
員
会
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一

二
二
号
）

一　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
七
号
）
の
施

行
に
よ
る
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
六
年
法
律
第
七
三
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
区
市
町
村
（
島
し

ょ
各
町
村
を
除
く
。
）
が
処
理
す
る
事
務
に
係
る
規
定
を
改
め
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
二
三
号
）

一　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を

整
備
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
二
四
号
）

一　

高
等
学
校
教
育
の
振
興
を
図
る
た
め
、
東
京
都
立
立
川
緑
高
等
学
校
を
設
置
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。
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第
四
十
二
条
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

行
政
不
服
審
査
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
五
号

行
政
不
服
審
査
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

行
政
不
服
審
査
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
条
例
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
六
号

東
京
都
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
八
号
中
「
第
二
条
第
八
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
第
八
号
の
改
正
規
定
は
、

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の

簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
六
年
法
律
第
四
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
七
号

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
百
三
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
八
号

東
京
都
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
九
号

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
禁
錮
の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
十
号

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
条
例
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
二
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
十
一
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
の
二
の
二
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
中
「
禁
錮こ

」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
並

び
に
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
犯
し
た
禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に

つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
二
十
一
条

の
二
の
三
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
例
第
二
十
一
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。

東
京
都
知
事
の
給
料
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
十
二
号

東
京
都
知
事
の
給
料
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
知
事
の
給
料
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
条
例
第
九
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
令
和
五
年
八
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
三
十
日
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和

七
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
を
附
則
第
五
項
と
し
、
附
則
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
条
例
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
中
「
百
分
の
五
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
」
と
す
る
。
た
だ
し
、

令
和
六
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
額
に
係
る
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
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◉
東
京
都
条
例
第
百
十
四
号

東
京
都
恩
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
恩
給
条
例
（
昭
和
二
十
三
年
東
京
都
条
例
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
、
「
者
左
の
各
号
の
一
」
を
「
者
が
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
こ
え
る
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
」
を
「
超
え
る
拘
禁
刑
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
因
り
禁
錮
」
を
「
よ
り
拘
禁
刑
」
に
、
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、
「
因

つ
て
」
を
「
よ
つ
て
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
左
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め

る
。第

三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
十
六
条
中
「
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め

る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

雇
傭
員
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
十
五
号

雇
傭
員
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

雇
傭
員
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
年
東
京
都
条
例
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
、
「
こ
え
る
懲
役
若
し
く
は
禁
こ、

の
刑
」
を
「
超

え
る
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
懲
役
ま
た
は
禁
こ、

の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
禁
こ、

」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す

の
限
り
で
な
い
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
十
三
号

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
二
号
、
第
十
九
条
の
見
出
し
、
同
条
第
一
項
第
一
号
、
第

二
十
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
二
条
第
四
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
並

び
に
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
犯
し
た
禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に

つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
十
八

条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
十
九
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
十
二

条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴

を
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。

東
京
都
恩
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子
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市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す

る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
十
七
号

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
二
十
六
の
項
ワ
中
「
助
産
施
設
、
」
を
「
助
産
施
設
及
び
」
に
改
め
、
「
及
び
児
童
発

達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
第
四
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
限

る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
二
十
九
の
六
の
十
六
の
項
ハ
中
「
交
付
」
の
下
に
「
（
情
報
通
信
技
術
を
活

用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
准
看
護
師
に
係
る
申
請
書
の
受
理
及
び
当
該
申
請
に
係
る
免
許
証
の
交
付
を

除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
ニ
中
「
受
理
」
の
下
に
「
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等

に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行

う
准
看
護
師
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
ヘ
及
び
ト
中
「
の
交
付
」
の
下
に
「
（
情
報

通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す

る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
准
看
護
師
に
係
る
申
請
書
の
受
理
及
び
当
該
申
請
に
係
る
免

許
証
の
交
付
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
統
計
調
査
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
十
八
号

東
京
都
統
計
調
査
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
十
六
号

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
三
十
五
の
項
ヲ
中
「
乳
児
院
、
」
を
「
乳
児
院
及
び
」
に
改
め
、
「
及
び
児
童
発
達
支

援
セ
ン
タ
ー
（
法
第
四
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。
）
」

を
削
り
、
同
表
五
十
八
の
項
ハ
中
「
交
付
」
の
下
に
「
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等

に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行

う
准
看
護
師
に
係
る
申
請
書
の
受
理
及
び
当
該
申
請
に
係
る
免
許
証
の
交
付
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
項
ニ
中
「
受
理
」
の
下
に
「
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
准
看
護
師
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
ヘ
及
び
ト
中
「
の
交
付
」
の
下
に
「
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た

行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
し
て
行
う
准
看
護
師
に
係
る
申
請
書
の
受
理
及
び
当
該
申
請
に
係
る
免
許
証
の
交
付
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
同
表
六
十
五
の
項
中
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
薬
事

法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
号
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
）
第
七
十
六

条
の
規
定
に
よ
る
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
及
び
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
業
者

に
対
す
る
処
分
の
理
由
の
通
知
及
び
証
拠
の
提
出
の
機
会
の
付
与
等
」
に
改
め
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
削

る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
表
六
十
五
の
項
の
改
正
規
定
は
、

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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東
京
都
統
計
調
査
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
七
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
十
九
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
条

例
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
七
の
項
か
ら
十
五
の
項
ま
で
を
八
の
項
か
ら
十
六
の
項
ま
で
と
し
、
六
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

七
　
知
事

東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
年
東
京
都

条
例
第
八
十
八
号
）
に
よ
る
被
爆
者
の
子
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す

る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す

る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
号

東
京
都
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

東
京
都
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
第
三
号
中
「
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
一
号

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
の
三
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
教
育
委
員
会
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日
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東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
二
号

東
京
都
教
育
委
員
会
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
教
育
委
員
会
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
五
の
項
中
「
並
び
に
同
法
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に

改
め
る
。附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

令
和
六
年
九
月
以
前
の
月
分
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六

年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

た
同
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
附

則
第
二
条
第
一
項
の
給
付
に
係
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
三
号

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
の
二
の
二
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
中
「
禁
錮こ

」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
並

び
に
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
犯
し
た
禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に

つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
二
十

四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
例
第
二
十
四
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
と

み
な
す
。

東
京
都
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
四
号

東
京
都
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
立
学
校
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
条
例
第
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
三
の
項
中

「	

同　
　
　

立
川
高
等
学
校

同　
　

錦
町
二
丁
目
十
三
番
五
号	

」
を

「	

同　
　
　

立
川
高
等
学
校

同　
　
　

立
川
緑
高
等
学
校

同　
　

錦
町
二
丁
目
十
三
番
五
号

同　
　

錦
町
六
丁
目
三
番
一
号

	

」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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